
青梅署管内における全産業の休業４日以上の労働災害発生状況は、長期
的には減少していますが、平成25年以降は増加傾向に転じています。

裏面記載のリーフレット、資料等を参考にし
ていただき、安全衛生管理活動の活性化に努
めていただくよう、お願いいたします！

労働災害防止のためには、安全衛生管理体制を
構築し、労働災害の再発防止や未然防止のため
の安全衛生管理活動を行うことが重要です。

厚生労働省 東京労働局 青梅労働基準監督署 (R8.4)

※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除いたもの

安全衛生管理体制
安全衛生管理活動

労働災害防止

※平成25年の300件に対し、令和7年は374件発生しています。

裏面へGO!

特に近年、労働人口の高年齢化等により、高年
齢者の労働災害や、転倒災害等の行動災害が増
加しています。



参考リーフレット、資料、関連ページ

ご安全に！

①中小規模事業場の安全衛生管理の進め方

②労働災害再発防止対策書

③リスクアセスメントをはじめよう

④労働安全衛生法等改正の主なポイント
について

⑤エイジフレンドリー指針
（高年齢者の労働災害防止のための指針）

⑥転倒による労働災害防止の取組み 好事例集

⑦小規模事業場ストレスチェック制度実施
マニュアル等

⑧労働安全衛生法の新たな化学物質規制

⑨治療と就業の両立支援指針

（安全衛生管理活動の全般的なリーフレットです）

（労働災害の原因・再発防止対策を検討する書式です）

（職場のリスクの発見・対応を行い、労働災害を未然に防止する活動です）

（令和８年４月１日を中心に施行される法令について）

（高年齢労働者の安全衛生対策について）

（近年増加し続けている転倒災害を防止する取組事例集です）

（労働者50人未満事業場のストレスチェック実施について）

（化学物質の新たな取り扱い・管理に関するリーフレットです）

（治療と就業の両立支援の概要リーフレットです）
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